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解 題
八 木 宏 典

鳥取県八頭町で水田117haを耕作する（有）田中農場は、経営を次男に譲り、い

まは会長となっている田中正保氏が、これまで40数年をかけて築いてきた大規模

経営である。しかも、就農当初は養豚経営を行っており、米事業に初めて参入し

たのは昭和62（1987）年のことである。それから30年で、米を中心とする現在の

大規模な経営を築いてきた。

田中農場の大きな特徴は、なんといってもその「土づくり」にある。大型のト

ラクターとプラウを使い、借地した全ての水田の作土を30cmにまで深耕し、畜産

農家から提供された堆肥をさらに独自に調製して、毎年10a当たり1.5～2トンを

投入している。こうした有機質投入を基本にした土づくりにより、これまで化学

肥料を使わない生産に徹してきた。田中氏の「土づくり」へのこだわりは、「本当

に良いものができるのは、……根が健全に育って、作物ができる条件をつくる」

ことであり、「作物が健全に育つ条件を整えていくのが土づくり」だという信念が

ある。実はこうした農法は、かつて多くの篤農家たちによって取り組まれてきた

ものである。それを現在においてなお、着実に実践し、大きな成果を上げている

ところに、田中農場の特徴がある。

田中農場では米だけでなく、豆類、野菜類、飼料用とうもろこしなどにも、全

ての作物で化学肥料を使用していない。また、白ネギなどでも農薬類は基本的に

使っていない。「30cmぐらいの肥沃な土を作って、田んぼの均平をとって、排水を

良くして、水田の機能を高めれば、米だけでなく、白ネギなども含めていろいろ

な作物を……栽培することができる」という。言いかえれば、田中農場の水田は、

すべて文字通りの汎用水田に整備されているということである。

第２の特徴は、こうした土づくりにこだわりながら、なおかつ地域の農地（地

権者249名、圃場数555枚）を集積して、117haの持続可能な大規模経営を築きあげ

てきた点にある。経営の持続可能性を「経済的な自立」、「地域社会との共存」、

「自然生態系の保全」という三つの視点から定義すれば、まさしく田中農場は、

そうした可能性をめざしてきた農場であるということができる。

特に注目すべきは、40.5haを作付けする酒造好適米（山田錦）の栽培であろ

う。山田錦は晩生の品種であるために、収穫時期が遅く、しかも丈が長くて、倒
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れやすいという特徴がある。このため、他の産地では倒伏軽減剤のような薬剤を

使い、丈を抑えたり、倒伏を抑えたりしているという。田中農場の山田錦は、茎

がしっかりと育ち、強風などに対しても茎が「しなる」という。丈が長く茎がし

なるような、倒伏に強い酒米を育てることが出来るのは、「地力で作る」からであ

り、こうした栽培方法が山田錦に適しているのだという。

第３の特徴は、他の大規模経営に共通した点ではあるが、生産した農産物の多

くを自ら販売している点である。41haのうるち米の51％はレストランや東京の高

級スーパー等への自社販売、42％は外食産業や加工業者など実需者への販売であ

る。酒米は全国の７つの酒蔵に販売している。「米の熟し具合や品質が均一」な田

中農場の酒米は、高級酒に取り組む酒蔵から高く評価されている。また、農産物

の加工にも積極的に取り組んでいるが、全てが専門業者への委託加工である。こ

こには田中氏の「モチはモチ屋」という発想がある。これまでに餅、味噌、日本

酒、白ネギ酢、黒豆茶などの加工品に挑戦してきた。

なお、田中農場では、高知県の稲作農家と連携した販売にも取り組んでいる。

高知では早期栽培が可能であることから、同一基準で栽培した米を、田中農場よ

りも早く消費者に届けられるというメリットがある。

講演の最後には、これからの農業と農地のあり方について、田中氏の強い思い

が述べられている。かつては個々の農家が単位であったが、現在では、多くの地

権者と借地をする少数の農業者という二者構成に変わっている。しかし、この２

者の力だけでは、これからの地域と農地を守るには限界があるという。将来にわ

たり農地と農業を存続させていくには、生産された農産物を扱う流通業者や大口

実需者、小売業者、それを購入する消費者なども参画した新しい仕組みづくりが

必要であり、その土地の風土（農地、水系、自然条件、地域文化等）と地域性の

再評価に基づく、品質、量、単価の農産物づくりが重要ではないかという提案で

ある。生産から消費にいたるまでの様々な関係者による参加型の組織づくりとも

いうことが出来ようが、外部関係者の参画と地域資源の再評価は、その地域のバ

ナキュラー（vernacular）なものに新しい価値を見いだす可能性もある。わが国

の農業が益々厳しい状況におかれている中で、「農地は誰のものか」という田中氏

の強い問いかけは、これからのわが国農業のあり方を考える上で、大変重要な問

題提起であるように思われる。
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司会（田家） 第２回日本農業研究所講演会に御参加いただき有り難うござい

ます。今回は、鳥取県八頭町の有限会社田中農場取締役会長田中正保氏にお話

をいただくことにしています。

予定として、１時間程度お話しいただきまして、そしてその後、御参会の皆

様と田中さんとの間の質疑応答、合わせて２時間予定をさせていただきます。

講演内容については、当研究所の研究員の解題を付して、研究誌でございま

す『農業研究』の別冊として、編集しており、今回は、八木先生に解題をお願

いすることにしています。

Ⅰ 講 演

田中 田中農場の田中です。肩書きは、取締役会長となっています、私は、

1951年生まれで、今65歳で、今年１月１日で次の代に譲りました。次の代とい

っても、私の次男が社長です。子供は、２人息子で年子なのですけれども、長

男は今40歳で、次男が39歳です。長男は工業関係の学校を出て、自衛隊に行っ

て、その後警備会社に勤務していましたが、８年ぐらい前に農場に入りました。

次男は、中学のときから農業高校に行くと言って卒業後、２年ぐらい北海道に

いましたが、20歳ぐらいのとき戻り、以来20年近く農場でやっています。それ

で、次男を社長にして、バトンタッチしました。

私のところは、鳥取県でも東部の方、鳥取市の中心から南に向かって山手の

方に10km入ったところです。直線にして３km、４kmぐらいで鳥取市との境にな

ります。鳥取県全体から見れば、東部です。鳥取県は小さな県ですが、鳥取空

港と米子空港の２つ空港があります。人口が58万人を切るかどうかという規模

で、全国でも一番人口の少ない、東京からすると一つの区みたいなところです。

私は、1951年生まれで、農家の長男に生まれました、農家の長男と言っても、

田んぼ1.5haぐらいの規模で、地域に昔からあるような普通の農家でした。高校

１年のときには、米はまだ作れ作れで、２haぐらい作っている農家の長男坊主

が高校に入って水田クラブに入ったという訳です。

高校２年のときに、ちょっと米作りは待てよという話が出て、昭和45年に、
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米は余っているから、減反政策ということが起きてきました。ちょうど私が高

校１年に入ったときには、まだ米は作れと言われて、高校２年で、ちょっと待

てよと言われて、それで高校３年の卒業するときには、米は余っているからと

いって減反が始まりました。減反にお金を出すということになって、問題にな

りました。何だ、何も作らんのにお金を出すのかという言われ方をしたので、

多分、今の転作という言葉が使われるようになったのは昭和46年からです。

転作という言葉が出てもう45年、あらかた半世紀、50年近くなるが、いまだ

にこれをずうっと引っ張ってきている。国は、今年一杯ぐらいで、来年ぐらい

から、米も自由に作って下さいとか、もう転作問題は止めますとか言っている

ようですが、またこのことで今もまだもめているというようです。私のスター

トは養豚ですが、豚を飼おうということで、埼玉にある埼玉種畜牧場、サイホ

クポークハムさんですね、そこに１年間、研修生としてお世話になりました。

その当時の、亡くなったのですけれども、笹崎龍雄さんなる人からいろいろ教

わったのですけれども、１年だけお世話になって、19歳で帰ってきて、それか

ら、養豚で農業を始めました。

会社の概要（別添資料２頁）に昭和51年と書いているのですけれども、私は

昭和46年に帰ってきて、農業を始め、豚でスタートした。最初は、頭数も少な

かったのですけれども、新しい場所を見つけ、そこで造成をし、一棟一棟豚舎

も増やして行った。以降、10年間ぐらいは頭数を増やし、多いときで繁殖豚が

30頭ぐらい、肉豚も250頭ぐらいの飼養規模まで拡大しました。豚舎を増築し、

頭数も増やしながらやっているそのときに、昭和51年、農業を始めて５年経過

した６年目に、初めて田んぼを借りました。それは隣集落の川を隔てた真向か

いにある田んぼでしたね。

田んぼを借りたというのはどういうことかというと、それまで私は、1.5haの

水田があるといっても、家の米づくりは全くノータッチでした。春とか秋の忙

しいときに、勤めをやっている息子が、土曜日、日曜日に手伝うみたいな格好

で、ちょっと手伝ったのですが、その程度で、全然タッチしなかった。昭和51

年に、真向かいの田んぼ持っている人から、おじいさん、おばあさんというか、

年配の人から、転作で大豆作れと言われると相談があった。米だったら何とか

作るのだけれども、田んぼ30a、全部大豆を作れなんて言われたってとてもでき
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んと。何とか私に大豆を作って貰えんかと。このように、私にその転作作物を

作ってくれというのが水田農業のきっかけです。

今は水田枚数550枚で、230戸ぐらいから農地を借りているのですけれども、

昭和51年に初めて田んぼを借りたということがスタートです。でも、その借り

たのをきっかけにして、田中さんに頼むと転作をやってくれるそうだという話

になって、それから、昭和55年ですから、５年間の間に、13haになったのです。

30a初めて借りて、５年間で13haになって、13haになったときには、必ず表作は

大豆を作って、裏作は麦を作りました。だから、13ha借りていた当時、米は全

然作っていなかったです。転作作物を作っていた。大豆作って、麦を作るとい

うことを行っていましたが、その当時は、あくまでも田んぼ貸している人が転

作しているという格好をとりましたから、私は作業の受託みたいな格好をとっ

ていました。転作奨励金はその貸している農家に入るわけですよ。その当時は

転作という水田の使い方が始まってから、10年足らずで、全国的に、何で米を

作らせないのかと言って転作の政策に反対しているときです。

私に田んぼを貸すと全部転作やってくれると。大豆作って、麦を作ると。転

作奨励金は貸している農家、田んぼを持っている地主さんのほうに入ります。

私は、仕掛けてはいないですが、例えば２ha以上の集団にするとか、表作を大

豆にして、裏作もやるというふうにすれば、その当時、多分基本額が４万3,00

0円ぐらいだったものに対して、２ha以上の集団に対し２万円というような加算

が行われました。あるいは、全国的にまだ転作に反対していたときですから、

転作を実施していれば、何々モデル事業とか色々な事業を引っ張って来ること

が出来ました。奨励金の上乗せ、上乗せが行われ、昭和55年あたりになると、

10a当たり最高９万3,000円になりました。10a９万3,000円というのは、１ha農

地持っている人が、何と田中農場に田んぼ貸すと93万円のお金が入ってくると

いうことになり、それは本当かという風に話が広がりました。

そこで、自分の集落から話が来ていたものが、隣の村からも話が来るように

なりました。正月に、村のことを決める初寄り合いに来て、田中さん、大豆や

麦を作る話をしてくれんかと頼まれ、話に行きました。その当時は、私は、昭

和51年というと23歳か24歳ぐらいで、20代の半ばの時でした。農地の利用増進

法だとか、農地の流動化が言われるようになったのは、多分、昭和57年、58年
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ぐらいだと思います。この当時は、田んぼの貸し借りを巡っては、田んぼ貸す

と返してもらうときに厄介だぞとか、とられてしまうみたいな話があるときで

した。隣の村に呼ばれて、それで話をするわけですけれども、その当時は、私

が話す相手は、自分の親父連中かおじいさん連中で、そういう人に対して話を

するわけですよ。そうしたら、その話は本当かということになって、ちょっと

みんなと相談するというと言われ、それから１日か２日後に、何と、村のみん

なが、田中さんに田んぼを貸しても良いという話になりました。それで、55年

に、個人の田中農場を設立し、同時に若手２人を引っ張った。田中農場は、自

分の一人だけでなしに、外部から若手も引っ張ったり労働者引っ張ったりして、

少し後には事務員さんも入れてという格好を整えて行きました。だから、55年

が13haだったのが、次の年の56年は20ha超えていて、次の年は35haぐらいとな

り、このように農地を増やしていきました。

そうこうしているうちに、昭和62年、「大豆・麦から米中心に」と書いている

（別添資料２頁）のですけれども、昭和62年は、どんな年だというと、この年

が31年ぶりに米価が６％下がった年なのですね。31年ぶりに米価６％下がった

ということで、これも大騒ぎしたのですけれども、そこまではずうっと面積の

規模拡大しながら大豆、麦作りでやっていたのを、それをきっかけにして米に

シフトしました。転作奨励金だとか転作作物ということでなしに、水田の本来

の作付けということで、米に切り替えるということで、３年ぐらいかけてシフ

トしました。それまで、全く米も作ったこともない者が、62年の初年度には13

haからスタートしました。

何で13haか。10ha以上からスタートしたのは、それまで米の経験がないが、

１ha、２haの面積だったら何とでもなるというか、作業が少々おくれようが、

もがけば何とかなるが、少しづつ拡大するという今までのパターンでは、追い

つかない、10ha以上からスタートしないと追いつかないと思ったこと、また、

とりあえず３年間で切りかえやろうと思ったこともあって、62年度13haでスタ

ートし、３年間で米にシフトしました。

そのときに、地主さん、田んぼを貸している人から言われたのが、先ほど言

ったのですけれども転作すれば貰える転作奨励金のことでした。転作奨励金は

９万3,000円（10a当たり）というのが最高額ですけれども、そこまで行かなく
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ても８万円とか７万円とか出ていましたから。ところが、田んぼの貸借りで米

を作るときには、その当時、10a当たり賃料は２万8,000円でした。今は8,000円

から１万円ぐらいですけれども、米価が下がってくるのと合わせて、３年に１

回ぐらいの農業委員会の見直しもあって、そのたびに何千円か落ちていたので

すけれども、その当時は２万8,000円でした。

そうしたら何が起こってくるかと思ったら、ここの田んぼに転作をすると転

作奨励金が例えば７万円貰えるのに、米を作られたら２万8,000円かということ

になって、そこで初めて、これからの田んぼの貸借りというのは農場と全て契

約して貰って、それで地代が幾らという形で支払いしますと話しました。地代

を２万8,000円ということ決めましたから、転作奨励金が７万円出ようが、初め

てそのときに、田中農場として転作奨励金を受けるという立場になりました。

そのときには一悶着あったのですけれども、でも、本来、水田を貸して米が作

られて２万8,000円が賃料となることに対し、貸して５万円、６万円のお金が入

ってくることは転作絡みなのだから、これからはもう転作でないですよという

ことで、これは了解してもらいました。

そうこうしているうちに、平成５年、東北から始まった大冷害。このころに

なってくると、多分皆さんも覚えておられると思うのですけれども、20年くら

い前ですね。そのときに米の直売に切りかえました（別添資料２頁）。62年度、

大豆、麦から米中心に切りかえたとき（別添資料２頁）に、これから先に、米

を作るということは自分が販売するということで取り組みましたから、最初は、

昭和62年、平成元年、２年、３年ぐらいまでは、俗にいう闇米じゃないかとい

う格好で結構つるし上げも食らいました。自分が米売るなんてとんでもないと

いうときです。

でも、そのときには、１つ出てきたのが特別栽培米の制度で、相手との契約

をもって、その数量を申告して、それで相手に直接売るという制度は使いまし

た。細々とその契約米を増やしながらやったのですけれども、平成５年の大冷

害のときに結構なパニックが起きました。そのときに、これまで細々とやって

いたものが、需要者のほうから、事業所だとかいろんな形で100人、200人の名

簿を作って、これだけの契約数量が貰えるんだろうかという申込みがありまし

た。平成５年からは、100％自分の農場で生産した米を出荷する、直接売るとい
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う形をとれました。

平成５年ですけれども、農業は、51年から田んぼを借りて年数はやっている

のですけれども、米づくりからすると７年目ぐらい、７作目ぐらいに当たりま

す。そのときに全国から、夏を過ぎたときに、すごく良い米を作っているとい

うことで、色々な関係の人が視察に来られました。そのときに、今何歳ですか

ということから始まって、答えると農業をそんなにやっておられるんですかと

反応を示されるのですが、いや、これは６作目ですよ、７作目ですよというこ

とを話すと、何十年やっている米のプロというか、その人たちが、何でこんな

年にこんな米ができるんだと評価して頂きました。

昭和51年から田んぼを借りて、大豆を作って、麦を作ったのですが、私が農

地に興味を持っようになったのは、何を作るかという作付けのほかに、もう一

つあります。その何年か前ぐらい、私の地域で言うと、昭和48年ぐらいから構

造改善事業が始まりました。区画整理事業。昔からある田んぼでは小さいから、

それを広くする。田んぼに４ｍぐらい農道と水路を付け、水路付けて、一枚一

枚の田んぼを30ｍ、100ｍ、30aの基準とするということで進められました。そ

の区画整理事業と転作を絡めていった。

どうして絡めていったかというと、本来、小さい田んぼにしても、神代の昔

からではないですけれども、日本の水田の機能のすごいところは、一枚の田ん

ぼで何百回作って連作障害はないのですね。それは日本の水田機能のすごいと

ころで、何百回と作っていて、おじいさんは山に芝刈りに、おばあさんは川に

洗濯にという物語は昔の話と思っているのですけれども、実際、私のじいさん

あたりまではやっているのですね。村の草山があって、草刈り場があって、そ

こに朝早くから、薄暗い中から入っていって草を刈って、芝刈って、くくって

持って帰って、牛のえさにしたりして、庭のところに積んでということを、私

の２代前のじいさんのときまでやっているのですね。

そのじいさんまでやって、ずうっと何百年続いた田んぼをたった一時の、一

回の物理的な構造改善事業でみんな壊してしまって、それで一巾30ｍ、100ｍ、

道をつけ、水路をつけました。それでさーっとならして農家に返すわけですよ。

平面で見るとそれは立派な農地に見えるかわからんけれども、実際そこから根

が張って作物が育って、そういう状態にしようと思うと、立体的から見ると何
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もいいことはなしに、一時的にぶっ壊しているのですよね。

でも、田んぼの構造改善事業というのは、将来的に見たら、小さな田んぼじ

ゃなしに大きい田んぼにすること、これは必要なのですね。そうしたら、それ

をやるのだったら、この転作問題が起こっても起こらなくても、構造改善事業

をやるということは、それから何年間か、２年３年ぐらいはせめて地を深くす

るとか、田んぼを排水よくするだとか、それをある程度深さに耕すだとか、そ

ういう状態をやって、それから先にまた水を張って稲を作るとかいうことが何

年間か必要なのですよ。構造改善をやるというのは、私はそこの立体的な条件

づくりということもワンセットではないかと言っていたのです。目の前でどん

どん構造改善があるし、私は、転作の形で大豆、麦というのを進めてきたので

すね。

だから、その当時は、構造改善した本当に一つの面をブルだとかユンボで何

十回と踏み固めたようなところにただ上に10cmあるかないかの土を乗せて、さ

ーっとならして、さっとすいたような格好にして、はいと農家と渡していくの

ですよ。そのような条件の土地を借りていって、前に手で持つような耕運機で、

当時、40年ぐらい前ですから、トラクターはありません、手で持つような耕運

機で行ったって、それこそブルで何十回と押し固めたようなのをほぐすに当た

ったら、関取に小学生が向かっていくようなものですよ。全く歯が立たない。

それで、これをほぐすにはどんな機械力が必要なのかなあと、私はそのとき北

海道に行って、十勝あたりで使っている80馬力、100馬力みたいなトラクターだ

とか、20インチのプラウだとか、その下をほぐすようなサブソイラーだとか、

その機械を導入して引っ張ってきたのですね。

それを大豆、麦で絡めてやったものですから、私に田んぼを貸してくれてい

る農家の人が、その当時、そんなトラクターを入れて、20インチですから、そ

れから30cmくらいひっくり返してみると、田中さん、やめてくれと言うのです

ね。こんなことをされたら、田んぼ返してもらったときにもう田んぼにならな

いからやめてくれ、おまえ、何するんだみたいな苦情が来たのですけれども、

でも、それは私は何でやったかというと、構造改善事業をやるからには、せめ

て何年間かぐらいは、その排水対策だとか地の深さだとか条件づくりというの

がワンセットでないかと。で、私はそれを絡めながらやったものですから、１
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つは農地が集まってきたということと、転作奨励金絡みでやったということ。

昭和62年に米価が下落したというのをきっかけにして、水田に戻してきて、そ

れがたまたま６年７年くらいして冷害でどーんとぶつかったときに私は何した

かというと、特別のことはやらなかったのですよ。

やらなかったというか、堆肥を入れて、地を深くして、それで水をためる格

好にして、田植えをする。田植えも、小さな苗でなしに、成苗のポットで植え

る。それも疎植で植える。あとは、もういじくらない。大体、その冷夏のとき

にもうお天道さん出てこないし、生育悪いし、やはり肥料やったりだとかやる

わけですね。そうしたら、作物の生理からすると全くバランスを崩したような

格好で、病気になる。病気になるから消毒する。そのことを繰り返していって、

秋を迎える。でも、できたものが半作であったり３分の１であったり。

この中で１つ覚えたのは悪い年に、手をつければつけるほど、ものというの

は悪くなるなと。本当にいいものができるというのは、ちゃんとした下準備を

して、根が健全に育って、作物ができるような条件にしてものを育てていって、

後から作ろう、作ろうとか、よくしようと思って手を加えれば加えるほど、も

のというのは悪くなって汚くなるなということを覚えました。

だから、今も、稲を作るとか、ネギ作るとか、ものを作るというより、もの

が育つ、作られる条件をどう整えるのかという、俗にいう土づくりですね。だ

から、土づくりというのは堆肥を入れるから土づくりでなしに、根が健全に育

って、ものが健全に育つ条件をどう整えていくのかというのが私は土づくりだ

と思っているのです。そうやっている中で、平成５年の冷夏をかじったという

か、ぶつかった。でも、そのときをきっかけに、それまで細々とやっていた直

接販売を一挙に100％自分がやるということに持っていったという今の田中農場

のすがたです。

現在（別添資料３頁）ですけれども、先ほど話しているように、約250名の農

家の人から555枚という枚数、だから、田んぼは大きくないです。平均すると田

んぼの一枚一枚の大きさは21.4aくらいだと思いますけれども、でも、これぐら

いの枚数で、稲を中心に、白ねぎなども作っている。

圃場の条件は、私がスタートしたときに、今は八頭町というか、３つの町が

一つになって10年前に合併して、そういっても、今、３つの町で合わせても１

－ 58 －



- 9 -

万8,000人ぐらいの町ですから、そんなに大きくない。私のところは旧郡家町な

のですけれども、農地を借りる最初にスタート切ったときに、先ほど転作絡み

と言いましたが、面積をいかにして20ha、30ha、50haを集約しようかという格

好でなしに、自分から動ける旧郡家町の場所に限って田んぼを貸してもらいま

すよという方針で対応しました。それを言ってみれば半径３kmぐらいで、最初

の30ha、40ha、50haぐらいのものは、今は117haですけれども、みんな半径３k

mぐらいで、トラクターで走っていっても10分、15分ぐらいで動ける範囲に絞っ

て集積しました。

これは、その当時50haぐらい借りたときに、農地の貸し借りの中で規模拡大

していく中で非常に珍しいと言われました。50か60haというのは全国にもあっ

たのですけれども。それはどういうことかというと、例えば早く30haぐらいの

規模にしたい、50haぐらいの規模にしたいという面積が頭に来ると、要は、５

km、10kmぐらい離れたところでも、田んぼ貸してやるぞとか、借りられるとい

う状況だったら出向くのですよね。だから、すぐは鳥取市に隣接していますか

ら、鳥取市という近いところだったら、３km、４kmくらいのところもあったの

ですけれども、そこの集落からうちの集落にも来てくれんかという話があった

ときに、いや、私は旧郡家町に限って、そこで田んぼの貸し借りをやりますか

らということで、出向かない。

それはなぜかというと、先々には必ず、高齢化ではないですけれども、米価

のことやらいろんな条件が生じて、50a、１haという田んぼを持っていたって、

農業では成り立たない。田んぼを貸すという状況必ず出てくる。だから、面積

をいかにして30haにしよう、50haにしようではなしに、一つ形の借り方をして、

一つの形を作りながら、その条件を満たす田んぼを集めてくる。そうすると、

自然と面積というのはある程度の要件で集まるのではないかという方法をとり

ました。

ところが、今、10kmちょっと離れたところもあって、７km、８kmくらいのと

ころもあります。これはどうしても田んぼ作ってくれという事情もあるのです

けれども、もう一つは、ちょっと離れていても、そこの農地を借りて、１つは

機動力を発揮して対応できる余地もあるし、やり方もあるのではないかという

ことで借りていって、でも、117haとはいっても、基本的には３km、４kmあたり
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の範囲内のものが中心です。そういう条件で農地を借りていって、今、米を中

心にして、白ねぎだとか豆だとか作っています。

１つ特徴は、この中で（別添資料３頁）、白ねぎと書いてありますけれども、

一応3.4ha。これは面積は3.4haなのですけれども、実作付け面積掛ける８割く

らいのものです。何で８割かというと、例えば30aの１枚のほ場で、30ｍ・100

ｍですけれども、まず100ｍの一本の３ｍ分は作業道として残します。それから、

向こう側の５ｍ、手前の５ｍ、要は100ｍの中で５ｍ・５ｍで10ｍは作業がしや

すいように、機械がターンをしたりとか、いろんな使い方のためあけます。一

枚の田んぼとしたらもったいないのではないかということはあるのですけれど

も、それでもう一つは、畝幅も、鳥取県が今やっているのは、白ねぎなんかは

１ｍとか１ｍ10cmぐらいの幅ですけれども、うちは１ｍ40cmくらいあけます。

すかすかであけます。それと、巾15ｍのビームスプレーが使用できるよう30a、

巾30ｍですから、一回ぐーっと行って１往復すると、全面散布できるような格

好で、そういうビームのスプレーやなんかも使えるようなスペースをとります。

ところが、基本的には、化学肥料は、今、117haですけれども、全て、何を作

っても、使っていません。米だろうが、豆だろうが、野菜だろうが。飼料用の

とうもろこしもあるのですけれども、それも使っていません。化学肥料は使わ

ない。農薬も、白ねぎなんかにだったら基本的には使いません。

ところが、やっている作業を見ると、ねぎ畑に入って、ビームスプレーの腕

を出して、スプレーをばーっとかけていますから、田中農場は農薬使わないと

言っているんだけど、あれ、しょっちゅうやってるぜということになって。そ

うではなしに、例えば酵素みたいなものだとか、ミネラルだとか、そういうも

のの散布に使うために、スプレーヤーを利用しています。一枚の田んぼのつく

りは、面積は８割使って、２割３割くらいのプラスを出すという、これは単価

面もひっくるめてそういう使い方をして、11枚使っているのですけれども、も

うちょっとねぎの作付けが欲しいなというときは、枚数を増やします。

もう一つは、先ほど言ったように、除草剤だとか農薬なんか使わないという

ことになってくると、草の問題とか病気のことだとか虫の問題があります。そ

れで、１つ、白ねぎの田んぼは、去年は稲植えていたところを、輪作ではない

ですけれども、場所を変えてやっていきます。11枚とか言ったのですけれども、
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でも、550枚とか田んぼがある中で、ずうっと条件を作りながら、それに合った

ところを充てていく。もう一つ、白ねぎの場合は、鳥取県は白ねぎに力入れて

いるのですけれども、どっちかというと私のところは鳥取県の東部で、純水田

地帯です。少々粘土気もあるような、焼き物の窯も近くにありますから、そう

いうところなのですけれども、鳥取県の西部のほうは、産地になっているのは

砂地です。弓ヶ浜だとか米子だとか、あちらのほうは。

それで、砂地は白ねぎを非常に作りやすいです。何でというと、地は深いし、

きめは細かいし、雨が降っても水はけが良いし、作業性も良いし。というとこ

ろが白ねぎの産地になっているのですけれども、それを水田地帯に持ち込むと

何が起こってくるかというと、まず地が浅い。それで排水が悪い。そのところ

を、長年かかって、水田とはいっても、ただ10cmだけ耕しているのではなしに、

どうして20cm、30cmの肥沃な状態を作るのか、排水を良くするのか。それから

堆肥とか有機物入れて、土も細かくして非常に肥沃な状態にするのか。その条

件を作りながら、その条件を白ねぎに向けていくと、また違った面が出てきま

す。要は、砂地で作るには、排水は良いのですけれども、肥料分がない。だか

ら、当然肥料をやる。肥料をやって消毒するというのはワンセットなのですね。

だから、化学肥料を使わずに、農薬使わずにみたいなことでやろうと思うと、

今度は水田機能になってくるのですよ。

米を作るということで、ずうっといろんなミネラル補給もあるし、夏を越せ

るということで土壌消毒にもなるし、そういう条件の水田を、逆に30cmぐらい

の肥沃な条件を作って、田んぼの均平をとって、排水を良くして、白ねぎがで

きるような条件に持っていくと初めて、この白ねぎは化学肥料使っていません

よ、そんなに農薬はかけていませんよというものができるのは、多分、水田機

能の良さだと思っています。そういうようなもの作りをやっている。ですから、

土づくりという言葉で良く言うのですけれども、米を作りながら、ただ、米だ

けのことでなしに、いろんな機能に使える条件にずうっと米を作りながらどう

して切りかえていけるのか。だから、田畑、田んぼでもあるのだけれども、畑

地の状態でも使える状態にどうやって持っていくのか。これは全国の田んぼで

いろんな条件もあるでしょうけれども、初めから、「いや、うちのところは米し

かできんけ」と言ってしまったらそうですけれども、でも、そうではなしに、
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米を作っているその条件をどうして作っていくのか。

もう一つ、酒米なんかは品種の性格が出ているのですけれども、主に酒米は

山田錦を作っています。山田錦というのは、穂が出るのも遅いし、私どものと

ころで６月１日に田植えをしたとしたら、コシヒカリあたりが大体８月の４日、

５日くらいに穂が出てきます。それから見ると、同じ条件で、同じ苗を作って

６月１日に田植えをしたとしても、大体８月の末、25日、９月前後、中には９

月を過ぎて３日、４日くらいに穂が出てきます。コシヒカリの場合は、８月の

上旬に穂が出てくれると、９月20日、９月いっぱい、10月の上旬くらいまでに

稲刈りを終わります。

ところが、山田錦は、穂が出てから、うちの場合は大体55日前後、中には２

カ月という格好でじっくり熟らせます。９月の１日に穂が出たとしても、10月

の22～23日、25日ぐらいから11月の10日ぐらいまでかかって、ゆっくり、じっ

くり熟らせます。山田錦は兵庫県の品目ですけれども、産地に行くと、大体47

～48日ぐらいから50日そこそこで収穫をやっています。ゆっくりじっくりかか

るという格好の酒米づくりをやっています。穂が出るのは遅いし、収穫は遅い

し、ましてや丈は出てくる。胸ぐらいまで出るし、倒れやすいという中で、何

をやるかといったら、早く水を切り収穫を早める。

ところが、うちは、そういう手当ては一切やらなくて良いのではないかと。

高さは出ても良いのだけれども、その中で茅のように、現に、スキー場に行く

と茅なんて２ｍあって、高いと２ｍ50cm出ますけれども、台風が来てスキー場

の茅が倒れているというのは余り見たことないと思います。要はしなるのです

よ。丈は出ているけれども、しなる。しなるような酒米作りがしたいという思

いで、疎植にして、坪が40株から45株ぐらいにして、それで堆肥とか中心にし

て、化学肥料使わなくて、地力で作る。だから、穂肥とか実肥なんかもやらな

い。そういう作りをして、じっくり熟らせていってとるという格好になってく

る。うちが準備していることに似合うのですね。要は、ただ10cmだけ耕しても

のを作るのではなしに、30cmぐらいの肥沃な状態を作ってくる。それも有機物

なんか入れてやってくる。排水を良くしてくる。そういう条件作りをやる中で

酒米を作る。穂肥だ、実肥だ、消毒だって、余りやらない。地力で作るという

やり方をとると、うちが作っている山田錦は農場の土づくりに似合います。
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これは（別添資料４頁）、近年の作付面積ですけれども、水田が中心です。だ

から、俗に言われている転作率みたいな格好から見ると、115haくらいの面積の

中で93haが米ですから、でも、米は米ですけれどもほかの用途でも作っていま

すから、あらかた、転作しているのは15％ぐらいです。鳥取県から来ている割

当てが38％ぐらいです。田中農場は転作してないのではないかというのですけ

れども、そうではなしに、鳥取県の場合、大きい規模は、転作割り当てのせめ

て７割ぐらいは転作してくださいよという一つの数字もあります。もう一つは、

酒米の関係で、酒造好適米ということで、酒蔵と契約するとこれは転作扱いに

なりますよという面積も使っています。

そこら辺のところで、実質言うと、米の作付けから転作から見ると15％です

けれども、ある程度のパーセントは出しています。ただ、これも今年までのな

んとかかんとかのやりくりの中でやっているので、本当に来年になって、もう

転作の割り当ても何もないと、皆さん、作りたいだけ作ってくださいというこ

とになってくると、ではもっと作るかというと、逆に言うと、全て米を作って

くださいという話になっても、米以外の10％、15％使うような、その他の作物

も必要になってきます。今度、米を100％作れと言われたら、いやいや、10％、

15％ぐらいのものは米以外のこともちゃんと作らせてくださいよということに

なってきます。だから、転作の割当てがあるから今の姿となっているわけでな

く、米を中心にして、自然と、今このような使い方をしています。平成10年は、

先ほど言った冷夏から５年ぐらいたったときですが、米は45haぐらであり、今

年の場合は93haくらいの水田で米を作っているということです。

うちの農場の作物の中で、今盛んに６次化ということで言っているのですけ

れども、別に６次化ということではなしに、米を作って大豆作れば味噌になる

ではないかと（別添資料５頁）。米とはいっても、食べるコシヒカリもあれば餅

米もあるし酒を作る米もあるしということで、味噌の場合だったら、うちは田

中味噌という格好で作っているのですけれども、30年ぐらい前に味噌屋さんに

うちの作った米と大豆を持ち込んで、これだけ使った100％の味噌を仕込んでく

ださいという格好で、味噌も作ってもらっています。基本的には、私は加工の

分野から見たら、餅屋は餅屋ではないかというように思っています。

下に（別添資料５頁）お酒の一部もあるのですけれども、関東でしたら、「小
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鳥のさえずり」というのは蓮田にある神亀酒造さんで作られているお酒です。

それから、「坤滴」というのは伏見の東山酒造のものです。田中農場というのは

地元の酒蔵屋さんで、これは一部ですけれども、別にこれは私が作っているお

酒でなしに、酒蔵屋さんが作っているお酒です。ただ、このお酒は鳥取の田中

農場の山田錦を使った100％のお酒ですよということで名前が付いて、こういう

お酒にもなっています。

では本当に６次化みたいな格好で加工品を手がけて田中農場が酒を作るのか

ということになってくると、そんなに何億円もお金かけて杜氏さん雇って酒を

作るのかといったら、そんなことでなしに、きちんとした、良いお酒を作って

いる酒蔵屋さんにどう向き合っていって、その素材が生きるような酒を作って

もらうのかと。だから、うちも、お酒の小売りの免許を持っています。

何で持っているかというと、こういうお酒なんかあったときに、最初、お客

さんに紹介していたのですね。うちの農場の関係するお酒もありますよと言っ

て紹介していたら、税務署のほうが来られて、田中農場さんはお酒売っている

みたいですねというか、そういう話が出てきて、いやいや、私、売っているわ

けではないです。ただ、酒米を作って、こういうお酒あるからと言って説明す

ると、いや、田中農場さんはお酒売っているという話になって、じゃあどうし

たらいいんですかと逆に言って、それだったら、酒販の免許、とれるのだった

らとると。とるついでに、日本酒だけでなしに、ビールにしても、焼酎にして

も、ワインにしても、全ての品目を扱えられる許可をとりました。

お酒の話をしておって焼酎の話が出てきたものですから、田中農場さんって

焼酎作っているのですかとなって、いや、そうではなしに、鹿児島のこういう

農家と知り合って、そこでイモを作っている。そこはどこどこの焼酎屋さんに

行っている。だから、そういう焼酎も自分のところから紹介したいと。ブドウ

作っていて、山梨なんかにあるのだけど、そこもそういうワインの加工でやっ

ている。そういうワインも紹介したいと。だから、お酒の関係の製造の免許は

とりました。

いろんな加工品なんかもちょっと手がけているのですけれども、一つの加工

品の話が出てくると、良く農家の中で出てくるのは、一級品は良いと。不良品

どうするのだというと、市場にも出せないだとか、傷ものだとか、二束三文で
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はないかと。それを何とか有効利用したいというのが大体の、野菜にしても何

にしても加工の話です。でも、農家の方で加工品を手がけるのだったら、その

食材をちゃんと作って、その食材が生きるような格好の加工に持っていくとい

うのが、私は加工の基本だと思っています。

だから、白ねぎにしても、米にしても、大豆にしても、この素材が生きる加

工というのはどういう商品なのだろうかということで、そういう中で加工品は

手がける。できるのだったら、味噌屋さんだとか、お酒屋さんだとか、いろん

な加工屋さんとちゃんと向き合って一緒に商品作りができるようなものが加工

品ではないかなというように思っています。

これは（別添資料６頁）、堆肥振っている光景ですけれども、大体うちの農場

は、堆肥を入れるというのは作業の一つの基本なのですけれども、10a当たり1.

5トンから２トンくらい、ある程度発酵したものを入れていきます。使ってみる

と、牛なんかから見ると、10haぐらい田んぼ作っている農家と100頭ぐらい飼っ

ている牛屋さんが組むとちょうどそれくらいの量なのかなと。ざっくり、漠然

とした話ですけれども、わらを敷きわらにしたりして、そこから2.5トンから３

トンくらいのものが生の牛屋さんから出てきたとして、発酵させたり切り返し

たり、また籾殻をしっかり入れたりして作って、1.5か２トンくらい入れていく

という格好で見ると、だから100haぐらいやっている農家と、300か400頭ぐらい

飼っている牛屋さんの３軒ぐらいと組んでくるとそれぐらいの量かなあという

ような使い方をしています。ですから、それから見ると、日本の水田の面積か

ら見ると、本来言うと、堆肥というのはとてもとても足らないものだと思って

います。ただ、それが余って余って公害問題になっているというのは、畜産農

家から出てきている堆肥をちゃんと農地には還元されてないのかなあというよ

うに、この堆肥の問題を見ています。

それともう一つは、つき合っている牛屋さんが頭数を増やしています。とい

うのは、畜産関係で見ると、ほとんど餌は輸入もので、日本の国内で作ってい

るとうもろこしだとか大豆だとかえさを食わせて鶏飼っていたり牛飼っていた

りするわけではないのですね。ほとんどは輸入の穀物です。輸入の穀物を日本

の国内に入れて、例えば牛を飼う、鶏を飼う、豚を飼うということをやるには、

ある程度の経営、ある程度の質、ある程度の商品をちゃんと作っていく、農家
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（畜産）でないと、これから将来的には絶対成り立たないと思っています。牛

屋さんは、私の農場のために堆肥作っているわけでなく、肉を作るための作業

をやって厄介な副産物が堆肥として出している。そうであっても、その堆肥は

ちゃんとした牛屋さんの経営があって初めて、堆肥が出てくるということもあ

ります。だから、畜産関係者とつき合っていく、一緒に組んでいくということ

で、やはりちゃんとした良い経営をやってくれないと、うちには堆肥は入って

こないんだなあということは思っています。

これは（別添資料７頁）、57年ですから、33～34年くらい前に入れたブラウで

す。131馬力で、昭和57年ですので、当時はまだ円が240円くらいしていたとき

です。そのとき定価が1,500万円くらいするような、家が１軒建つようなお金を

出して引っ張ってきたのですけれども、これは20インチで、30cmぐらいの深耕

です。こういう光景を35年くらい前に田んぼを貸してくれている者にどーんと

やって見せたものですから、もうとんでもないことすると言われたのです。こ

れはレンゲをすき込んでいる状態なのですけれども、30cmぐらい欲しいという

ことで、こういう作業も早くから取り入れてやっています。

これは（別添資料８頁）、レーザーレベラーで均平とっているのですけれども、

しっかり起こしても、こういうレーザーレベラーである程度沈圧をかけながら

揃えてやると、そんなに沈み込むというわけではないです。

それともう一つ、この状態を見て、皆さん何だと思われますか。何だという

よりは、この後何をやるんだと思われますか。結局、この作業までは基本的に

は同じなのですよ。堆肥を入れるだとか深く耕すだとか、耕した中で石を拾い

出すだとか、こういう作業をやりながら、100ｍで２cm、３cmの勾配とるだとか、

そういう作業はやるのですね。要は、この後に田植えをすると稲だし、米の籾

を落とすと直播きだし、大豆を落とすと転作の大豆だし、この後にとうもろこ

しを播くと飼料用のとうもろこしなのですね。

でも、ここまでするのは、稲だけのため、とうもろこしのため、大豆だけの

ためではないのですよ。稲だとかとうもろこしだとか大豆を絡めながら、どう

やって土の条件を作っていくのかということなのですね。例えば一歩手前のプ

ラウ起こしたときに、すごい石も出てきますよね。石が出てくるとそれを取り

除く。そういう石があるために機械も壊れるというのだったら、あえてやらな
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いほうが負担は少ないのですよ。経費も少ないし負担も少ない。そういうこと

をやったら、その経費というのは稲の１作のためだけの経費でなしに、これは

やはり５年10年に分散した経費なのですね。単年度の経費とある程度期間を見

る経費を、作物を作ることで絡めていく。農地の条件を作っていくための作業

です。

これは（別添資料９頁）、先ほど言った、稲を直播きしている状態ですね。先

ほどのレーザーレベラーをかけた後にやっている状態。

これは（別添資料10頁）、直播きで、播種後75日ぐらいで、乾熟です。乾いた

状態で種を落とした状態です。

これは（別添資料11頁）、従来の代かき、代かきをしているのですけれども、

田んぼの均平をとると、結構代かきって大変なのですけれども、素人でもでき

ますね。同じところを２回ぐらいかいた状態で仕上げろと指示していますので、

これは何をやっているかというと、１尋分というか、１回目はずうっと走って、

間にわずかに残しておくのですね。それはマーカーみたいなものとなって、２

回目としてもう１回入るときに、２尋分をまたがるように走って、間に残した

ものをつぶすようにかくと、２回走る格好になるのですね。普通は、１カ所を

４回５回と練っているのですけれども、このような方法を使って、３回とか、

これはざる田みたいなように水持ちが悪いものは、４回、５回ぐらいかくとい

うことであれば、軽く斜めにというか、横にジグザグやっていって、間に残っ

たものを目印にしてそれを拾うようにして、つぶしていくというやり方をする

と、何回かかく場合は、それは目安としてできます。これは、多分、２回かく

というやり方の代かきをやっています。

これは（別添資料12頁）、代かきの後でポットの田植えをしている状態ですね。

これは（別添資料13頁）、田植え後75日。先ほどのものは（別添資料10頁）直

播きですし、これは田植えのときですね。水田用のポットの田植えです。

これは（別添資料14頁）、一部、こんな稲木にかけたりするところもあります。

イベント的にやることもあるのですけれども、これは多分、山田錦の種籾をと

っているところだと思うし、後側はコシヒカリの稲刈りをしているところだと

思います。

これは（別添資料15頁）籾の保管ですけれども、うちのところはそんなに立
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派な低温倉庫だとか保管庫はないのですよ。一空きのフレコンに入れています

から、いろんな名前が書いてあります。米の卸屋さんなんかに行くと、多分、

フレコンの１トンだとかいうものは、安くても7,000、8,000円ぐらい、良いや

つは１万円ぐらいからしますけれども、500円ぐらいから800円くらいのもので、

一空き袋で結構しっかりしたやつがあります。だから、うちの農場に来ると、

青森さんのＪＡさんのマークがあったり、秋田県のＪＡのマークがあったりす

るフレコンがあって、そんないろんなフレコンが来ているのですけれども、そ

れは別に青森や秋田から分けてもらったわけではなしに、関西のほうの米屋さ

ん、卸屋さんだとかから、一空き袋として譲ってもらっている。だから、立派

な低温倉庫はない。ただ、屋根の下にこんな風にして、稲刈りした後の籾保管

をやっているところです。このような籾保管は、高知の方から、太平洋の側か

ら来られると、これで大丈夫かと言われます。ところが、鳥取の場合、９月末、

10月、11月に収穫して、今度、11月の中旬ぐらいから、12月、１月、２月、３

月どんなことが起こってくるかというと、雨も降って温度が下がってきて、雪

が降って、その冬の間、12月から春の３月ぐらいは温度が10度、５度、湿度

80％という条件にたっぷりなってきます。というのは、米の保管から見ると最

高の条件に自然の条件がなってきます。ですから、例えば水分が23％ぐらいあ

るような米を稲刈りして、15％まで乾燥させて、籾のままフレコンに入れて置

いて、１月、２月ぐらいになってくると16％とか16.2％、16.3％ぐらいまで戻

ってきます。これは袋の中で常に呼吸しながら、要は外気の水分を引っ張って

きています。

ところが、これが当たり前に乾燥する地域だったら、15.0が14％台、13％台、

中には本当にカリカリになってきます。米が痛みます。この状態で保管してい

るのはいかにも原始的ですけれども、一つのでっかいサイロに入れて、重量か

けたりして空調を使って環境を整えるよりは、できるのだったら自然の条件で

置けたら最高に良いです。それを山陰の私が住んでいるところは、収穫して、

３月一杯、４月ぐらいまではこの状態でおります。逆に、うちらのほうでは１

年間置きます。今の状態でもこの状態で置いています。それで、籾ずりすると

きにもう一回、確認も合わせて乾燥機に入れて、15.2％とか15.3％とか水分調

整して、常に出荷するときには一定の水分の格好にして出荷しています。これ
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は、籾保管のある意味すごいところです。

これは（別添資料16頁）、白ねぎ。水田の後を使ってこういうねぎを作ってい

こうと思うと、地の深さも１つ大事です。排水も大事です。いろんな条件を整

えていって初めてできる。どんな作物でも、米だけでなしに、作りものをして

みると、すごくそういうことが出てきます。

これは（別添資料17頁）雪が降った状態です。私どもは30cm、40cmは雪降り

ますので、ちょうど雪をかぶったこれぐらいはかわいい条件です。

最後に(別添資料18頁)、流通の関係というか、最初の題目で挙げたと思いま

すけれども、「農地は誰のものか」ということで、これまでの一般的に出てい

る、これは、下に書いてありますけれども、「食料・農産物流通論より」という

格好で、インターネットに出ているものをちゃっかり写しました。下にちゃん

とそう書いていますので、そこから使わせてもらった。いろいろパターンがあ

るのですね。流通の関係だったら、直接販売するのは消費者がこうだとか、こ

れは当たり前に言われているパターンです。

ところが、これから先に私が思うには、農地というものがあって、農産物を

生産します（別添資料19頁）。ただ、農地があって農産物を生産するという格好

で、それに携わるのは本当に農家だけの問題なのですかと。これは、いろんな

人が絡んでいって一つの農産物を作ったらどうですかということ。というのは、

今、全国の田んぼもそうですけれども、山間地の問題なんかにしても、日本の

中で農産物を作ったってしようがないとか、米安くなってくるし、とても採算

に合わないとか、そんなことばかり言っているのですよ。

でも、私どもは、230戸とか240戸から農地を借りています。貸している人は

確かに田んぼ持っている人です。田んぼ持っているということは、登記をして

あって、財産として固定資産を持っているということなのですね。でも、固定

資産である田んぼを持っていることと、それを使って何つくるのかということ

が、昔だったらイコールで、１haの田んぼを持っていて、１haで米を作り、そ

の米を出荷していくというのが農家だったのですよ。

ところが、今は、農地があることと、農地を使って生産するということが、

全く別問題になってきています。だから、あくまでも、農地を持っているとい

う、その固定資産を持っている権利は崩れないでしょうけれども、そのある田
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んぼだとか畑だとか、それを使ってどんな取組をするのですかという話になっ

てくると、本当にそこの農地からどんなものを作って、どう生産を上げて、ど

う扱っていくのかということになってきますね。

これまではせいぜい自分が作ったものをインターネット通して直接相手方に

売るだとか、どこかのところと契約して契約栽培するだとか、私の農場もやっ

ていますけれども、加工屋さんに材料を持ち込んでいって、その中で商品を作

るだとか、そういう格好をやっているのですけれども、でも、これから先は、

そんなのではなしに、もう一歩突っ込んでいって、それらの農地と農産物にか

かわる人が、皆が一堂に集まって、この農地を、この田んぼを使ってどんなも

のを作るのか、単価はどれぐらいするのかということになってくると、生産者

も大事だし、流通に関係する人も大事だし、もちろん消費者も大事だし、それ

を扱うような問屋さんだとか仲卸さん、そういう立場も大事だし、それらが一

緒になって、種を落としてものを作るときから、この田んぼを使って何をする

のですか、どう生かすのですか。だから、生かすという格好になってくると、

これは農家が、農地を使ってやっている農業だけの問題ではない。

私はいつも思うのですけれども、田舎のほうに行くと、100億円とか200億円

なんてとんでもない金で、例えば私の住んでいる奥のほうの山だったら、とん

でもない面積が買えますよね。でも、都会のほうでは多分、100億円、200億円

ぐらいのお金を出せる立場だとか、やれる人もいるでしょう。でも、その都会

でお金持っている人が私の田舎に来て、一番どん詰まりの谷を一山ごっそり買

って、これは私のものだと言っても、そこに降る雨、流れる水というのは本当

にその人個人の所有物なのですかと。これは共有物ですよ。確かに田んぼ持っ

ているということは個人の所有物ではあるのだけれども、でも、それを本当に

生かしていって何を作るかということが大事になってくる。だから、私らもこ

れから、ここのところのシステムをどういう声かけをしてどういう仕組みを作

っていくと、ちゃんとものができるし、単価が幾らですかとか、こんな良いも

のがあるから買いませんかみたいな話だけではではなくて、食べる消費者もそ

うだし、携わっている卸屋さんだとかそういう人もそうでしょうし、流通もそ

うでしょうし、いろんな人がまずかかわって、そこの農地を使う計画書はいろ

んな人が関わったところからスタートする。このような仕組みをどのようにし
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て作っていくのかというのが、最後のゴールであり、そこの農地を生かすこと

ではないかなあと思っています。

さっき水のことを言ったのですけれども、私の住んでいるところ、農場から

15kmほど奥に入ったところに、一番奥の村があって、そこの高台に水田があり

ます。５haぐらいのものがあるのですけれども、そこは、隣は兵庫県です。そ

の山の高さは1,300ｍぐらいあるのですけれども、そこから流れてくる水が田ん

ぼを潤しているのですね。住んでいる人はそこから上にいないものですから、

この前も、このペットボトルで、暑いから水持っていったのですが、なくなっ

て、のど乾いたなあと思ってぱっと気づくと、何のことはない、そこに流れて

いる水路は、手で汲んで飲んだって飲める名水なのですね。すごく冷たくて、

きれいな水で、本当に飲めるのですよ。だってそこから涌いているままの水が

出てきているのですね。すごい財産なのです。標高は450ｍぐらいの場所にあっ

て、準高冷ですね。準高冷は、また下地と違って、ちょっと時期をずらしたり、

それで地もすごく良いのですよ。

ところが、そこに住んでいる人は、山家だし、雪多いし、住むところじゃな

いしと言って、どんどんそこの村から出ていって、それで、過疎どころではな

しに、それこそ40戸ぐらいあった集落が、今、２戸か３戸しか住んでない、限

界集落というか、崩壊集落ですね。だけど、そこに住んでいる人は、自分たち

が持っている田んぼ、農地を私のような見方はしてない。やはり山の中だし、

標高は高いし、雪はよく降るし、まちからは離れているし、不便だし。で、そ

この中でどう農地を生かすのかというと、これは１人だけの、農家の目だけで

見るのではなしに、いろんな立場の人がそこの農地を見て、どういう魅力があ

るのか、どういうものを生産するのか、どういう人が働くのかということを、

やはり組んでいって初めてそこの農地が生きてくる。

そのことができたところの農地はすごい活性化するだろうし、10a当たりの売

上げなんかもずっと出てくるのだろうし、そこに働く場所も出てくるでしょう

けれども、でも、それをこれまでみたいに、農業にかかわる者だけで、尺度で

見ているのではなしに、いろんな立場の人がそれを見て、最初のスタートから、

ここの田んぼ、農地を使って何を作るのか、どういうものを作るのか、単価設

定はどれぐらいにするのか、それはどういう格好でいくのか、誰が食べるのか。
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食べる人も、ある面で言うと、そこにかかわる出資者であり、流通の関係も出

資者であり、農民も出資者であるという格好で、一つの農地をそういう目で見

ていって初めて日本の農地というのは本当に生きていくのかなあというように

思います。

都会に住んでいるサラリーマンの人たちは、１カ月の限られたお金の中で、

今どんなことが起こっているかというと、家があるとローンがあるし、車が欲

しいといったら車のローンがある。子供がいると、教育費どうするんだといっ

て、そんなことでどんどんお金がとられてしまって、最後になってきたら、一

番大事な、生きていく中でどんな質の食べ物を口に入れて食べるのかというこ

とがどんどんカットされている。だけど、食べ物生産に関わり、もっともっと

大事に考えたときに、何はさておき、食品に対する、食べ物に対するお金は、

これだけは絶対確保しておきたいということ、そこを本当に真剣に考えてもら

おうと思うと、やはりスタートする農地の活用、ここの場所で何を作るのだと

いうことから一緒になってスタートするという格好が私は一番良いなあと思っ

ております。

で、最初に言った、「農地は誰のものか」ということを本当にここらあたりで、

これはもう国民みんなの本当に大事な大事な財産ではないかという、そこから

ものを考えてみていくとまた違ってくるのかなあということを思いながら、私

は四十何年間か、ずうっと田んぼを借りてやってきました。前は私の家は小作

ですから、地主さんがおって、例えば50戸、100戸の小作を養っていた。今は、

私一人の小作で、100戸ぐらいの地主さんに対して、一つの小作人の関係が作ら

れているような状態。昔と今は、形は違うのですけれども、（国民の大事な財産

であることは）同じことなのですよ。この農地は、これから５年、10年、農業

関係も本当にすごい大きな様変わりをすると思います。今言われているような、

だめだだめだみたいな格好よりは、多分、10年たってくると、へえ、こんなや

り方もというか、どんどんこんな格好で進んでいるなあということで、すごい

様変わりをするだろうと、私はそんな感じでものを見ています。

今日はそのことを一言だけ言いたくて、話をさせて貰いました。
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Ⅱ 質 疑 応 答

(1) 八木宏典氏の質問

八木 日本農業研究所の八木でございます。

田中さんのお話は、これからの我が国の水田農業を考える上で、大変有益で

含蓄のあるお話であったと思います。３点ほど、追加で御説明いただきたい点

がありますので、質問させていただきます。一つ一つお尋ねしたいと思います

ので、よろしくお願いします。

１つは、経営面積で100haを超えて、しかも水田の枚数も550枚以上という状

況になっていますけれども、こういう100haを超えるような経営面積になって、

適期作業というのでしょうか、100haの作業をうまくこなすために、いろいろと

工夫をされてきたことがあるのではないかと思います。そのあたりについて何

かありましたら教えていただきたいと思います。

それから、地域の水田は30a区画で整備されているわけですが、作業を効率的

にこなすために、区画の拡大とか、あるいは連担化とか、そういう圃場整備の

ようなものをご自身でもおやりになってきたのかどうか。おやりになってきた

としたら、どういうことをおやりになってきたのか、また、そのためには負担

が必要だと思いますが、どういう工夫をされてきたのか。さらに将来は、そう

いう負担も含めて、どういう国の取り組みや支援が必要だと考えているのか、

こうした点について少し追加でお話をいただければと思います。

田中 枚数も多くなってくると、いろんなことがどうしても作業的に遅れ遅れ

になりがちになってきます。１つは、多分、機械の機動力ということもあると

思います。トラクターの馬力の大きさだとか、いろんな機械で使うようなアタ

ッチメントだとか、そういう機械力をある程度使うということもすごく出てき

ています。それと、ある程度、うちの農場だったらシルバーの人材センターみ

たいな人もちょっと来ているのですけれども、ちょっと形を変えて、畦草刈り

したり、そういうのをどうしてまた違う回りの人に手伝ってもらうのかという

ことも物すごく大事になってきています。

それをやろうと思ったときに、その財源はどうするのだと必ず出てきます。
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というのは、ある程度の単価設定でというか、売り上げという格好を伸ばして

いきながらそれをやらないと、必要な、必要なという格好で機械は買うし人材

も確保するしということで、どこからお金出るのだというと、最終的になって

くると、やはりそれだけの売り上げという格好も、そこのところが、規模をど

んどん大きくしてくると必ず、どこの農場もそうだと思いますけれども、何年

かバランスを崩す状態は出てきます。でも、そこのバランスを崩すという意味

合いが、本当に経費がかさむからバランスを崩しているのか、何年間かはそう

いう状態が起こってくるためバランスを崩すのかということもはっきり見てい

かないとだめだなあと思っています。

もう一つは、それができるのだったら、30aというよりは２枚を１枚、３枚を

１枚という格好で田んぼは大きくしたほうがいろんな面で効率もよくなってき

ます。了解がもらえる範囲では何枚かやっているのですけれども、結構私のと

ころが作っているのは、畦の高さも50～60cm、１ｍ、２ｍみたいな格好で、10

cm、20cmぐらいだったら、多分、今うちがやっているような機動力だったら十

分やれます。畦だけはちょっと高目にして、それでしっかりプラウでも起こし

ていって、レーザーレベラーで均平とって、中には、果樹園をやっていたのだ

けどやめてしまってという場所もあります。そのときには、３年間ぐらいは地

代はただにしてもらえますかと。その前にはもちろん、木の根を掘り起こした

り、そういう作業は別個にやるのですけれども、よく、荒廃地だとか、何年も

田んぼを作らなくて荒れてしまうと田んぼに返らないなんていう言い方をする

人がいます。でも、それは多分違うと思います。幾らでもやりようはあります。

それで、３年間というのは、例えば10a当たり地代で１万円を払うとしたら、

30aでしたら３万円ですので、３年間だったら９万円。９万円は余分な経費とし

て見てもらう、余分な作業、余分に耕耘をするだとか、余分にレベラーかける

だとかというように余分な作業と考えて貰って、それで、４年目から払います

からということもあります。

ただ、これは国なんかの方針で、例えば今、飼料米みたいな品目もあります。

10万5,000円が出るとすごい騒がれているのですけれども、それは高いか安いか

ではなしに、飼料米を作るのだったら、米に対しての例えば助成金は５万円く

らいにして、飼料米なんかを絡めて、あと５万円は飼料米を作る条件づくりを、
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例えば２枚を１枚にするようなことを絡めてやる格好だったらそういう助成金

を出しますよとか、例えば30cmの耕土、深く作るのだったら出しますよ、排水

対策をやるのだったらこうしますよという格好で、次の条件つくりに結びつく

ようなことを絡めた中で助成金を出すというのも１つだと思っています。

あと、皆が公共的に使えるもの、例えばパイプラインの施設だとか、ため池

だとか、いろんな格好の中で、私は、農林関係でお金を使うのだったら、もっ

ともっとそちらのほうにお金を使ってもらって、それで、実際、田んぼを使っ

てものを作って売り上げを上げるというのは、それは農家の段階ですよと。そ

ういう格好のお金の使い方をしてほしいと思っています。

八木 ２点目は従業員のことですけれども、資料によれば正社員が12名、臨時

雇用者が６名となっています。こうした従業員の人件費というのはある面で固

定的な経費になりますし、年がたってくるとそれなりに従業員の方々の生活も

支えなければいけないということがあると思います。そういうことも含めまし

て、どのような方々を採用され、その社員をどのように教育されてきたのか、

特に作業面とかあると思うのですけれども、これまで意識されてきた教育とか

を含めて、社員の教育や待遇などについて追加でお話をいただければと思いま

す。

今年、めでたく次男の方に社長を譲られて、そういうことについては次の社

長が考えることなのかもしれませんけれども、田中さんがこれまで考えてこら

れたお考えについて教えていただければと思います。

田中 これは何をやるにしても一番大事なことだと思います。どうして働き

手を確保するのかということは、若い人は農業やらないということが問題でな

く、農業の受け皿、働きたい人が働けるところをどうやって作っていくのかと

いうこと方が重要であると思っています。私のところは役員４人と正社員で９

名ですけれども、一応60歳くらいまでは、例えば58歳とか59歳くらいでも一応

正社員として採用します。ただ、半年くらいは、やるやるといっても、やった

こともない人だったら、とりあえずバイトでやってみてくださいよと。

ただ、正社員としたら、結構そういう面で考えますが、正社員で考えるとい

うのは、一般の会社で言うと福利厚生だとか社会保険だとか、そういう面はち

ゃんと入る、つけるということになります。あと、年２回というボーナス的な
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ものは、やはり一番大きいのはその年の作、基本的には、ものができなくて大

きな赤字を出しているのになかなかボーナスまでは出せないなということです

けれども、でも、若干でもとりあえずボーナスは考えるという金銭的なものは

やはり物すごく必要だと思います。

また、農業関係を見ていると、一人の働きというのは、特に機械を使ったり

する場合、出来高が倍半分というか、そういうものは当然出てきます。効率の

面から考えると、やはり少々賃金が高くてもある程度の能力を持った人を採用

するべきでしょうけれども、でも、もう一つは、農業関係って育てるというこ

とがあります。そんなに簡単にできるわけがないですが。そこのところは、い

ろんな研修なんかに参加させたり、それもするのですけれども、１つは、ボー

ナスの関係の査定というか、評価としたら、はっきり分けています。学歴、年

数という格好でなしに、この人はある程度能力があって、それだけやっている

なと。これはまだボーナスなんかそんな出せないなというような格好の評価は

していきます。

ただ、特に野菜とかいろんなことを手がけていく中で、人が育たないことに

は幾ら面積増やしていっても作物増やしていっても、これはしようがない。最

後になってきたら人に返ってきますので、特に研修だとか、いろんな格好の能

力を身につけるということをいかにして本当に農場としても取り組んでおくの

かということは、私もそうですし、次の社長にも一番大きな項目だと思ってい

ます。

八木 最後の３点目ですけれども、水田農業をめぐって、特に稲作に関して

は、低コスト化の課題というのがいろいろなところで議論されております。御

承知のように、今、米の需要は年に８万トンぐらいずつ減ってきておりますし、

今年の農業白書では、世帯主が65歳以上で２人以上いる世帯でも、米の購入額

が減り、肉類の購入額が増えているというデータを紹介しています。自分で炊

飯するというよりは、加工米飯をお総菜と一緒に買ってきて食べるという動き

も一部にあるのだろうと思うのですが、いずれにしても、米の需要が減る中で、

それに対応するために、やはり低価格米といいますか、低価格な業務用米への

対応とか、あるいは加工用米や機能性食品用の原料米などの生産や、輸出用の

米の生産などが必要ではないかと思います。そういうことを考えますと、やは
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り低コストの米の生産が避けては通れないのではないかと思います。

ただ、田中さんのところは、大規模化を実現しながら、しかも高品質の商品

づくりに取り組んでいて、言ってみれば「大量に米を作って、それを高く売

る」という、経営戦略論からみれば、まさにその王道を歩いているわけですの

で、余りそういう米のコストについてはお考えではないのかもしれませんが、

これからの低コスト化の可能性について、田中さんはどのようにお考えなので

しょうか。いま乾田直播みたいな新しい技術などが、いろいろと開発されてお

りますけれども、そういうことも含めた展望について、何かお考えがありまし

たら教えていただきたいと思います。

田中 今、農場は93haの米と言ったのですけれども、大体規模を大きくしてコ

ストダウンを図ってというのが一つの方向みたいですけれども、私のところは、

規模は大きくするのだけれども、手間暇かけて金かけてみたいな格好で、理屈

で言うと、一枚の田で米を10俵とるのが良いのか、それとも２枚の田で米10俵

とるのが良いのかということになってくるのですけれども、今のところはある

程度の単価設定できちんと売ると。そうだからといってコストダウンは必要で

ないかと。そんなことでなしに、やはり思い切ったコストダウンをするために

はどうしたら良いのか。直播きみたいなやり方も１つですけれども、やはり規

模、さっき言った構造改善ではないですけれども、一つの区画を大きくする、

作業効率をすごく上げる、同じ機械を使っても、汎用型みたいな格好で効率を

上げるという、いろんな角度の中でコストダウンという格好は絶対必要だと思

っています。

一緒に仲間というか、やっているのが、よくこういう会なんかにも出てくる

のですけれども、花巻の盛川さんなんかも一緒に仲間でいろんな方法でやって

いるのですが、盛川さんなんかは、本当に10a当たり6,000、7,000あれば私は米

作ってみせるぜとはっきり言っていますし、そういうこともある面で言うと大

事な面。だから、両面だと思います。規模が大きくなるから雑になるというこ

とでなしに、100ha、200haということでもちゃんとものが作れるというのは、

10a、５aの田んぼを本当にどう扱うのかということが物すごく必要になってく

るし、米が高く売れるからといっても、本当にコストダウンをどんなやり方で

もやらなければいかんということが必ず出てくると思っています。
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だから、これは必ず両面だと思っていますので、そこのところはきちんと取

り組んでいきたいなと思っています。そのことは、特に、構造改善というか、

区画整備事業、田んぼの、農地の条件づくり。１つは、私は15kmぐらい離れた

過疎地というか、標高450ｍぐらいの水田とか行ったのですけれども、そこは５

haぐらい、20a、30aの区画整備した場所なのです。でも、その回りは全部棚田

で、もう荒れ放題なのですね。荒れ放題なのだけれども、私が今提案している

のは、100馬力のトラクターだとか６条のコンバインとかトラクターがすっと入

るだけの条件を作ってくださいよと。村全部ひっくるめて枚数は何百枚やる。

でも、ひっくるめて見たって10haだみたいな話の中で、あえてそこの中でそん

な道つけるのかという格好ことが出てくるのでしょうけれども、逆に言うと、

一つの田んぼの中で２割３割面積を削るとしても、小さくなるとしても、要は

大型のトラクター、コンバインが入るような条件は作ってしまう。

それはどういうことかというと、そこの集落面積に合わせて10haだからとい

っても、３条のコンバインで十分だよなんていうことを言っているのではなし

に、田植えをする、稲刈りをする、田んぼを耕すというのは、平地で大型の農

家でやっているやつが受託作業としてそこに出向いていって作業をやる。そう

いう格好の中で、山間地は山間地、条件が悪いところは条件が悪いところでも、

私は、田んぼの面積は今より少なくなっても、まず入り口だとかは大型の機械

が入れるようにしたほうが良いと言っているのは、そこだけで考えるのではな

しに、やはり平地と山間地というのは一体でものを考えたほうがいいなという

ことも、思っています。

(2) 中川昭一郎氏の質問

中川 中川です。今日は大変有益な話、ありがとうございました。実は私、圃

場整備の研究をしてきた者として、もう20年ほど現場から離れており、今では

新しい技術としていろんなものが入ってきているだろうと思うのですけれども、

田中農場では面積的に、最初のほうで117haで555枚の圃場だとおっしゃったの

ですが、そうすると、平均すると0.2ha、20aですね。

田中 21.4ぐらい、20aです。

中川 そうすると、ああいう大規模な機械を使うような100ｍ×100ｍといっ
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た今各地で出来てきているようなのもあるし、うんと小さいものもあるし、平

均すると20aだということですね。大きな区画の田んぼというのもたくさんある

のですか。

田中 基本的には30aです。100ｍ、30ｍ。それか標準規格で、それよりは20

aがあったり15があったり、中には２枚３枚を１枚に自前でしたというところ

が、70a、80aもあるのですけれども、それは何枚かです。

中川 わかりました。それで、20～30年前にいろいろやっていたときに、区画

が大きくなってくると一番技術的に問題だったのは、均平の問題でした。今日、

100ｍで２cmから５cmの高低差というようなことをおっしゃっておられた。そう

いった技術は30年ぐらい前にたしかレーザー光線を使って排土板を自動的に操

作して、大体５cm以内ぐらいにはできるよという技術までは私知っていたので

すけれども、お宅でやっている場合には、均平にはどういうやり方をして、オ

ペレーターの勘でやっているのか、何か新しい技術を入れているのか、その辺

いかがでしょうか。

田中 私の地域、直播という話を出したのですけれども、40年ぐらい前も試み

られていて、この地域で直播きやったってだめだ、前にやってみたんだという

話があったのですね。ところが、40年前と今とはそこの技術が違う。先ほど言

われたように、うちの場合はレーザーレベラー使っているのですけれども、レ

ーザー光発信して、キャッチして、それで均平にしてくる。だから、グランド

のように均平をとりながら、本当にボタン一つのセットで0.01、0.02くらいな、

100ｍで１cm、２cmの勾配はつけていけれる。そこら辺の技術は今当たり前みた

いなことに出てきましたから。田んぼの２枚を１枚にするだとか。

ＧＰＳ、上から下におろすという技術も、今は、横のぶれは10cm、20cmぐら

い、まだ大丈夫なのです。例えばＧＰＳを通して肥料散布なんかするときに、

水田地帯というよりは、北海道の牧草地なんかで、前は肥料が５ｍ、５ｍ幅に

振っているのだけれども、50cm、１ｍぐらいダブったり、離れて、そこのとこ

ろが、肥料まきむらがあったりという格好を、うまいことＧＰＳを組み合わせ

てやってくると、きれいな格好で播いていく。

ところが、上から下におりる場合に、また10cm、20cmの誤差があると困るの

ですね。せめて１cm、２cmぐらいの誤差でないと。でも、今のところは、三脚
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を立てて、レーザー光発信してキャッチして、その手を使っているのですけれ

ども、これから先になってくると、三脚なんか立てなくても、本当に上から下

におりてくるものでキャッチしてやれる。そこら辺のところは物すごく今どん

どん開発されて進歩してきていています。

中川 それからもう一つ、区画を30aに決めたりしたときに大きな議論になっ

たのが、やはり排水だったのですね。大型機械がめり込んでしまうような田ん

ぼでは困るので、降った雨がなるべく早く排水されるという、それによって区

画の大きさが制限されてしまうということが大問題だったわけですけれども、

その辺、お宅の地帯では、排水問題というのは余り問題にならないのでしょう

か。

田中 私はずうっと扱ってきて、この中でも30cmぐらいプラウかけている写

真もあったのですけれども、普通考えると、30cmも起こしてしまって、そうし

たら深くなってしようがないのではないかということがあるのですけれども、

そうでなしに、土が出来てくると非常に排水が良くなってきて、土質も肥沃に

なってきて、やってくると、30cm、40cm作っていても、10cmだけ耕して10cmを

使うと10cmにおさまるのですね。それよりは、30aにしても50aにしても、10aの

田んぼにしても、いかにしてまず均平とるのかということと、逆に言うと、肥

沃な状態を本当にある程度深さまでちゃんと作ること、その条件を作った中で、

今みたいなことで100ｍに１cm、２cmの勾配をつけるなんていうのは簡単にでき

ることですけれども、私は、いろんな条件の田んぼを借りて、10cmぐらいに、

一般の農家の耕し方から、20cm、30cmと地を作ってみて扱ってみると、いかに

土質というのが物すごく大事なのかということと、下に通る排水というのはす

ごく大事。そういう排水性、土質性、肥沃な状態を作りながらちゃんと土をお

さめていくという格好をとると、その30aの区画が大きいとかこまいとか、50a

だったら大きいとかこまいとか、そういう問題でなしに、多分、田んぼの区画

整理の中で一番考えてほしいと思うのは、縦向きの、要は立体的な条件をどう

整えていくのかということを、私は40年、45年ぐらい前から本当にむちゃくち

ゃなというか、最初の初期の構造改善なんていうのは、上っ面の土をちょっと

隅っこに吐いて、あとは押しブルが入ってどーっとやって、崖石もＵ字溝もあ

ったものじゃない、だーっと埋めてしまって、それで押し込んで埋めて、上に
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ぱらぱらっと10cmほど土を乗せて畦を作って、入り口作って、はい、できまし

たみたいなことをやっていましたから、それを一からひっくり返すみたいなこ

とをやったのですけれども、今は、構造改善事業やって区画を大きくしていく

に当って一番大事なのは、そういう条件をやったり、２年３年ぐらいはかけて

畑状態にまず持っていって、均平をとる、排水を考える。そういう条件をやっ

て、その中で次の水田を見たほうが良いのではないか、というのは、立体的に

ものを、土質条件を見てほしいなと思います。

中川 最後に１つ、田畑輪換をやっていらっしゃらないのですか。畑と水田を

１年おきにかえるとか。

田中 ローテーションですけれども、大豆を作る、とうもろこしを作る、白ね

ぎを作るのは、基本的には100％水田です。だから、米を作った後にとうもろこ

しを作る、米を作った後に白ねぎを作る、米を作った後に大豆を作るというこ

とはやっています。だから、100％水田なのだけれども、水田機能と合わせて、

それを畑で使える条件をどうやって作っていくのか。だから、多分、畑ものの

白ねぎだとか大豆が表作に来ると、米は次の年の裏作ということになります。

(3) 石原 邦氏の質問

石原 田中さんには４回ぐらいお話を伺っていますが、最初にお会いした10

年くらい前に、「自分は、我が国独特な非常に集約で、きめの細かい栽培管理で

はなく、就農以来、努力と創意工夫によって得た知見、経験と近隣農家の信頼

とを基礎にしながら、水田土壌の肥沃度を高め、物理性の改良に努めて構築し

た基盤の上で、各種の大型機械を駆使した労働生産性の高い、本格的な土地利

用型大規模経営を展開したいと考えている」というお話を聞き、非常に感銘を

受けました。そして本日は、この10年間あるいはそれ以前も含めて、たとえば、

近隣の農家が驚くような大型トラクターの購入、レーザーレベラー導入；酒米

山田錦栽培の管理法；農業６次元化の問題；白ネギの生産・販売……、最後に

「農地は誰のもの」まで、勿論課題によって目的は違いますが、新しい取り組

みを始められる時から、その心構え、栽培方法、技術あるいは経営との関係を、

具体的に幅広く、深く検討される過程などをご説明下さり、実際に農業生産、

農産物販売、農業経営を経験したことのない私共にとっては非常に勉強になり、
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改めて農業という産業が複雑で幅広く、深いことを強く感じました。

田中さんのお話を聞いていると、農業のいろいろなやり方は経験を積んで、

そこからいろいろなことを学んで、理屈はよくわからないけれども、技能とし

て身につけるという過程が随分あるようです。例えば先程お話のあった酒米の

籾をとっておいて、それ水分量が変わっていって、最後になれば一遍乾くけれ

ども、だんだん湿ってくるという変化があるという過程を学んでいくというの

は非常に興味深いですが、難しいのですね。私は大学におりましたので、そう

いう経験から学んで技能を身につけて、それを技術に発展させるようにするの

は、本当に難しいことを痛感しておりました。

田中さんはいろいろな場面でそのような過程を経験されてこられたと思いま

すし、多分、排水の問題についても、深く起こしていけば自然に土壌中に垂直

に水が漏れるように水途ができて、排水がうまくいくようになるというのも、

上述したようなことだと思うのです。そういう過程はどのようにして、田中さ

ん自身も学ばなければいけないところが多分沢山あっただろうと思いますし、

さらに一緒に農業をやっている若い仲間にも教えなければならないし、教えて

来られたと思います。今度、第一線を退いたわけではないでしょうけれども、

場長が変わり、田中さんの立場もかわりましたね。そうすると、その後に対す

るご心配、あるいはお気を煩わせるようなものはほとんどないのかどうか、そ

の辺をお聞かせいただきたいと思います。

田中 最初のスタートしたとき、大豆、麦の転作でいったものですから、私ど

も、鳥取というのは、豆というのは畦豆なのですよね。田んぼに苗を植えて、

畦の回りにずうっと土を盛って、ぽこぽこ穴あけて、そこに20粒ずつ種子を落

としていって、足できゅっと踏んで作るのが大豆なのですよ。それをいきなり

30aの圃場全面に作れと言われたときに、全くやったこともないと。豆作るのだ

ったらそれは北海道だと思って、最初に訪ねていったのですね。だから、何も

先入観がなくて、何も知らない者が訪ねていって、どんな風に播いているのか

をみて、はじめて播種機で播いているということを知りました。

私がその播種機を鳥取に導入して使ったときには、ここは北海道じゃあるま

いしということで、そんな播種機なんて必要ないという、それで今度は夏にな

って、北海道はあずきだなあと思って、十勝に行きました。それも、鳥取から、
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つなぎ着て長靴はいて飛行機に乗ったものですから、整備員の人と間違えられ

たのですけれども、それで十勝で降りて、そこから早速タクシーをチャーター

して、何でも作っている畑を見たいから見せてくれという風に行きました。

そうしたら、ずうっと畝がきれいになっていて、どう見たってあずきなので

すね。タクシーの運転手さんに、私は、あずきを見たいと思って来たのだけど、

「あずき」という言葉、全然出てこないのです。出てくるのは「小豆（しょう

ず）」という言葉なのですね。それで初めて、あずきは北海道では小豆（しょう

ず）と言うのだと思いましてね。

もう一つ覚えたのは、北海道の人はすごい器用だなあと思いました。というの

は、こんなに曲がっているようなところでも、きれいな格好でカルチ、土寄せ

をいているのですね。私も、カルチというのは土寄せということ知っていて、

雑誌で見たりカタログ見て導入しました。ところが、どうしても畦をひっかけ

てしまってうまくいかない。ところが、北海道はどこに行ってもきれいな格好

でかかっている。

それはどういうことかというと、私の播種機は４連で均等に種を播いて、カ

ルチは３連のカルチ使ったのですよ。だから、第１回目は良いのですよ。４連

の中に３連入るのですから、きれいに入りますよ。くるっと回ってこうやって

くると、あと１連のやつを、今度４連だから、その４連４連の枝が本当にきち

っとして、ひもで引っ張ったほどの正確さで播いていないと、幅がぐーっとひ

っかかったら、土も寄らないし、ぎゅーっと狭かったら大豆をひっかけるし。

それで北海道の人は何やっているかというと、４連で均等で播種をしたら、

５連のカルチ使って、両脇は半分落として、それで４連だけひっかけてくるっ

と回って、４連で、その間は半分ダブる格好にして、そうすると、例えば一つ

の幅が60cmの間隔で播いたとしても、50cmになっていても、80cmになっていて

も、それは両脇もきれいな格好でかかるわけですね。

そのことも、結局、４連の播種機で播いたら、カルチは５連を使って両脇を落

として使いましょうなんていうことはカタログには書いてないわけですよ。土

寄せということで、カタログには３連、４連、５連のカルチは載っているので

すね。でも、私がやったのは、４連の播種機で播いて３連のカルチを使ったか

ら、何と北海道の人はすごい器用だなあと思って、こんなにうまくかけるもの
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かと。結局、これは両面あるのですけれども、ものを知っていてやるというこ

とと、知らなくてやって、その中からいろんな問題点を見つけていって、本当

にここの人ってどうやるのだと。だから、まず私はやってみるということから

スタートして、やってうまくいかない、やってわからないということが起こっ

たときに初めて、篤農家だとかすごい技術の学校で教えてもらう。

これは逆に言うと、構造改善なんかした後に私が手をつけていったことは全

く手探りなのですけれども、手探りの状態でやったときに、最初はとんでもな

いことやるということなのだけれども、結局、私がやったような意味合いのこ

とを後で２年３年たってから県が認めて、その機械導入に半額助成を出す。だ

から、私がやるときは常に100％自己負担なのですよ。レーザーレベラーだろう

が、プラウだろうが、播種機でも、いろんなことやったのですけれども、私は

言ってみれば100％の自己負担でやるわけですよ。100％の負担でやるのは、う

まくいったらそれはいいけれども、半分くらいは失敗するのですよね。失敗す

るということは負担をかぶることになる。そういう負担を背負ったときにどう

はね返していくのか、どうやるのか。それを基にして、だから、いろんな格好

で勉強するのはいいですけれども、勉強する前にはまず自分がやってみて、わ

からんことがあって、それから勉強する。いまだに、すごくいいノウハウ、文

献だとか、それはいいのですけれども、その文献を読んだりすごい話を聞く前

に、いまでもまず、自分だったらどうなのだと、自分がやっていることと、す

でにやってあることとを、常にものは照らし合わせるというように取り組んで

いくことば、まどろこしいようですけれども、身に付いて行きます。

石原 今そういう見本があるかというと、並べて比較できる問題であるかど

うかは別にして、現在水田農業の最も大きな問題として、米の消費量が減少し、

すべての水田に水稲を作付けすることはできない状況にあり、約100haあるいは

それ以上の面積に畑作物を栽培する必要があることになりました。北海道十勝

地域では1970年以降水田、畑地の排水事業に取り組み、2004年までに、暗渠排

水整備面積55,000万ha、基幹排水路整備面積10万haに達し、最近のジャガイモ、

ビート、小麦の収量は、ヨーロッパ諸国に匹敵する程度までに増加し、気候に

よる変動は小さくなり、安定するようになりました。

一方、北海道を除く都府県における畑地作物生産に対する対応について、大
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日本農会、農林水産技術会議などを通じて、調べて頂いたところ、北海道に比

べると、降雨量も多く、気温も高いので、畑作物栽培での湿害発生が多い可能

性が高いと予想されますが、特に対応に大きな変化はないようでした。すなわ

ち、畑地圃場に暗渠排水設備についての統計もなく、設置する基準もありませ

んし、湿害、排水に対する関心が弱いようで、治水の問題はすべて、水田分野

が担当してきたと感じました。

このような条件の中で、ご承知のように田中さんは、大型トラクターで天地

返しをやり、田畑輪換栽培を行っておられるので、その取り組みについての考

え方、どのような手段を持って進んでおられるかなどをお聞かせ頂きたいと思

います。

田中 これは水田というだけでなしに、特に北海道なんかでもそうですけれ

ども、畑作地帯というのは当たり前に、水はけが良いと言われている。ところ

が、実際言うと、畑の中で１カ所に低いところがあると必ずそこに水がたまっ

てきて、そこは湿害を受けている。でも、湿害を受けているみたいに言われる

が、条件を本当に整えていくと受けなくなる。構造改善ではなく、村の田んぼ

で個人が残土を持ち込んで嵩上げしてしまって、田んぼが25a２枚、50aですけ

れども、うちの農場で引き受けて、何とか転作やってくれという格好でずうっ

と使ってきていますが、作物ができない。赤土どころではなく、残土だとか、

いろんな格好のすごい悪条件ですから。何とか転作絡みでと言ってとうもろこ

しだとか、ソルゴーなど全く収穫の上がらない事をやっていた。

でも、こんなこといつまでやっていたって、ただ手間だけ残って、今年の春

には何やったかというと、やはり１ｍぐらいの格好でどーんと１本、暗渠を入

れましたね。まだ入れていない、残しているところもありますが、昔の暗渠が

60cmぐらい下に入れてあったが、その上に50cm、60cm嵩上げして、その残土を

埋めたものですから、全然下には通ってない。だから、そこのところをたどっ

ていって掘り起こして、それを暗渠がちゃんと上から効くような格好にしまし

たね。

それから、50cm、60cmの深さにサブソイラーというか、ただ、１本２本入れ

るのではなしに、網の目のような格好で、全体をふわっとほぐしてしまうよう

な格好までしましたね。あと上には、堆肥を５トン、６トンぐらいのものを入
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れましたね。そうして播種機でとうもろこしを播いて、今見ると、へえ、これ

が去年までのあんな状態のものであったのにと思えるほどすごくよく生育でき

ていますね。

だから、水田以上に排水対策というのは、畑作では物すごく影響が大きいと

思います。これは実際これまでやってこなかった畑を作っているような状態。

そういう状態の中で、どんどん排水対策、土をほぐしてやる、そういうことを

取り組んでくると、多分、何で今までそんなことやってなかったのかというこ

とはあると思います。

だから、これは先ほどちょっと飼料米に関して言ったのですけれども、特に

水田とか転作絡みみたいなことは、そういう田んぼに対しての条件づくりとい

うことをもっともっと絡めていって、同じお金出しているのだったら、何割か

はそちらのほうにお金が向くようなことをやったほうが良いと思っています。

これは実際私の農場でずうっと見てわかっていたのですけれども、こんな埋め

立てしたような、やせ地のこんな締まったような所では、何やったってできな

い。だから、１ｍぐらいの幅で、１ｍ20ぐらいの深さでどーんと掘ってしまっ

て、それからそれに向けてほぐすような格好をやって。それをやってみると一

番よくわかります。

石原 やはり、畑地の改良には、水稲の様なロータリー耕ではなく、数10cmの

深耕、プラウ耕、天地返し耕など、かなり荒っぽい作業が必要なのですね。た

だ、水田を畑地化できるように土地改良することは、日本農業の最も緊急で、

重要な課題の１つにも拘わらず、田中さんにお話を聞いてみると、都府県は北

海道に比べて本格的な対応がやや遅れているように思いますが、如何なもので

しょうか。有難うございました。

なお、農水省には、農研機構が関係している「地下水位制御システム（ＦＯ

ＥＡＳ）」があり、かなり利用されているようです。私も数回説明を聞きました

が、内容と効果を十分理解できませんでしたので、ここでは、割愛させて頂き

ました。

(4) 矢口芳生氏の質問

矢口 ２年ほど前に調査にお伺いしました矢口（福知山公立大学）でございま
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す。その節はいろいろとお世話になりました。ありがとうございました。

今日は田中さんご自身の個別経営のお話だったのですが、１点だけ。田中さ

んから話の中で確認させていただきたいと思います。２年前から、10haぐらい、

たしか水田が大きくなっているような気がします。その田中農場の周辺には郡

家（こおげ）農業開発センターもありますし、200haぐらいの八頭船岡農場があ

って、すごい農場が数件あるわけですけれども、農地のすみ分けですが、どの

ような方法で調整しているのか。どのような具合にすみ分けをして集積されて

いるのか、その辺だけお伺いしたいと思います。

田中 私の農場で、田中農場として立ち上げた。それから10年後ぐらいに農協

が一つの組織を立ち上げて、開発センターというものをスタートさせた。これ

らは同じような地域でスタートしましたから、以前からうちの農場はずうっと

農地を集めていて、その中で、また開発センターも同じような地域で農地を広

げているということがあります。

私の農場は一つの地域という、言ってみれば３haから、３km、４kmの範囲か

ら、今、10kmぐらいの範囲まで広げていって、面積が増えています。船岡農場

というのは、旧船岡町という一つの町で、一つの谷を、今まで全然そういう農

地をまとめることがなかったから、それを最初から一つの集落営農でなしに、

一つの谷、それを一本化しようではないかといってスタートしたのです。だか

ら、そこのところは私どもが借りていた田んぼも何枚かあるのですけれども、

でも、その船岡農場が出来たとき、そこのほうに返すということをやりました。

また、一つの地域の中で同じような場所で、100ha、100はやっているケース

があるのですけれども、多分これからは、線引きをして田んぼを分けるという

のでなしに、ここの水系を使って同じような作りをするだとか、同じような作

業をやるだとか、そういうことで借分けするようなことがは出てくると思いま

す。田んぼは、私のところで直播きをやっているだとか、いろんなことやって

いるのですけれども、先ほど言ったように、15キロぐらい離れていた、今年新

たに借りたというところは開発センターさんが使っていたところです。それは

うちの農場としてちょっと違った尺度で使ってみたいからと言って、そこのと

ころを貸してもらえますかとか言うように出て行きます。

もう一つは、今多く借りているようなところでも、本当に農地というのは出

－ 87 －



- 38 -

てきます。逆に言うと、そこら辺のところで農地をちゃんと借りてやっていく

ノウハウというのはどうなのか、まずその辺のところを見極めること。私のと

ころだけでなしに全国もそうですけれども、いろんなところで農地集積を立ち

上げてやっている。例えば集落営農みたいなものがあります。私は、集落営農

が立ち上げられ、そこの田んぼを返すということになったら、俗に、今言われ

ているような貸し剥がしみたいな話も出てくるのです。貸し剥がしではなしに、

そこの集落営農に、逆に、田中農場も一員として入っていって、それで、そこ

の集落営農とどうやって連携プレーをとっていくのか。20haぐらいやっている

集落営農が立ち上がったときに、そこで私のところは1.5haぐらい借りていたの

ですけれども、一旦返す。返すのだけれども、うちが契約している酒米を2.5h

aぐらいだとか、こういう米を２haぐらいだとか、逆に作ってもらえますかとお

願いしました。そういう中で、そこの集落営農に、逆に入っていきながら連携

プレーをとる。そこら辺のところが一つの、ただ図面の中で線引きをするとい

うだけでなしに、知恵を出してどうやって地域のやっているところと連携プレ

ーとっていくのかということが必要になってくると思います。

(5) 藤野信之氏の質問

藤野 農林中金総合研究所の藤野と申します。幾つか質問させていただきた

いのですが、１つは、ちょっと細かくなってしまうかもしれないですが、もし

頭に入っていらっしゃったらお願いします。経営面積が115haで、正社員が12名

で、役員が４名で、これは別に農耕に全部携わっていらっしゃるというわけで

ないですね。この16名は。

田中 役員が４名で、正社員としては９名。ですから、合わせて13名。それは

合わせてです。その中で、事務員さんあたりも２人いますし、精米所の担当者

もいますし。

藤野 では、農耕作業としては13名。

田中 そうです。役員と正社員を合わせて13名ということです。その他、バイ

ト、パートさんあたりが７人、８人。今、22人ぐらいの体制でやっています。

藤野 わかりました。それで、115haを割ってみると、115÷13名ですから10

haぐらいですかね。そうすると、非常に効率的な経営をなさっているというよ
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うな予習をしてきたのですけれども、必ずしも、お話の中で、非常に手間をか

けてやっていて、別に低コストを志向しているわけではないというお答えがあ

ったので、あえて聞くのも失礼かもしれませんけれども、その辺の感度ですね。

労働生産性が、ほかの作物も115haに入っているので、今私が言っているのはご

ちゃごちゃですけれども、およそ１人10haぐらいの感度で経営なさっていると

いうことでいいのかということ。

それからもう一つは、これももうお答えが出ているので質問するのはちょっ

と時間の無駄で恐縮ですけれども、今、世の中、需要に応じた米づくりという

ことで、来年度から行政による生産調整における目標配分の廃止の話もありま

す。ただ、今先生が途中でおっしゃったように、これは私の考え方というか、

良食味米がつくれる圃場を持っている人が良食味米をつくらないということは

あり得ないだろうと思っていまして、きのうも農水省の人にそのように言った

のですけれども、今日は個人的にすっきりしたなと思ったのは、田中先生がま

さに私が思っているようなことをおっしゃってくださったので、そういう発想

でいいのかどうかですね。

つまり、良食味米をつくれる圃場を持っているのに、日本国全体で低価格米

が足りないから私はそれをつくりましょうとか、もちろん低コスト技術があっ

ての話ですけれども、そういう御発想がないと聞いたので、先生は需要に応じ

た米づくりというのに若干の違和感を持っていらっしゃるかどうか、その辺を

教えていただけたらありがたいと思います。

最後に、飼料用コーンを７ha作っていらっしゃって、最近注目されています

よね。飼料用作物は転作奨励金１万5,000円出ますよね。北海道の農場かなんか

は、これも新聞情報の受け売りですけれども、たしかコストが60キロ当たり34

円ですね。だから、品代が輸入コーンとそんなに遜色ない。転作奨励金もらえ

れば、そんな、８万5,000円という継続性のない、今の「飼料用米という」つく

られた需給の仕組みに乗っからなくても、日本稲作農業の転作をうまくやって

いく道というか、水田を有効活用していく道があるのではないかと思うのです

が、その辺は、コストをどのぐらいでなさっていて、発想として、私と同じよ

うなことを考えていらっしゃるかどうかですね。

田中 まず人数のことですけれども、確かに12人、13人で割ると10haですけれ
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ども、実際、白ねぎなんかでもかなり中心になって動いていることもあります

し、事務員もいたりして、言ってみれば、稲の単作の専業農家で見たときには、

多分、100haぐらいやるには５人か６人あればやれるだろうなと思っています。

それは機械力とかそういうこともあるのですけれども。

とうもろこしのことが出たのですけれども、私のところの７haはサイレージ

用のとうもろこしで、実取りではないのですけれども、今、実取りのとうもろ

こしも出ていて、私は、とうもろこしなんかを見ていると、米の転作奨励金を、

それぐらい出すのだったら、半分の５万円ぐらい実取りのとうもろこしに出す

と、こうすればもっともっと可能性があるなというように見ています。牛屋さ

ん、豚屋さん、鶏屋さんから見るとすごい実取りのとうもろこしも魅力がある

という。だから、飼料米が高い安いでなしに、１つ作物の中で、サイレージの

とうもろこしだけでなしに、実取りのとうもろこしということもぜひ考えてほ

しいなと思っています。

もう一点、米の関係ですけれども、確かに今のところは手間暇かけてすごい

高い米を作っているみたいですけれども、日本のお米は今、700万トンそこそこ

がどうのこうのと言って、800万トン、1,100万トンぐらいからどんどん減少し

てきて、よく言われるのですけれども、昭和36年には２俵、120kg食べていたの

が、今だったら60kg切ってしまい、半分以下になっている。人口も減っている。

この米の問題は一律にものを考えるのではなしに、結構高くても欲しいとい

う層があるし、安いという層があるし、そこのところを、本当に安い米が欲し

いという層がどんどん増えていくのにみんなが高い層に向かっていったら、高

い層の米は作りようがないですね。売れない。自然と安い米がどんどん増えて

いって、少々高くてもいいのにその米がないということになってくると、その

層も安い米に向かう。だから、これはもう需要と供給のバランスで、ある面で

言うと、自然原理ではないですけれども、逆に農家のほうに、どんな米をつく

ってどんなつくり方をしますかと考えなければならない。その米づくりにこだ

わっても、そんな高い米は売れますかと考えることが必要。自分は高い米を作

って売る努力をして絶対売ってみせるという人はそこに向かっていけばいいで

しょうし、今日の話の中で出ていたように、幾ら高く売れる、高く売っている

といっても、いかにしてコストを落としていって、その単価設定でもコストを
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落としていくという取組は必ず必要だと思っています。

今うちは、去年の秋から白ねぎもちょっと台湾のほうに輸出するきっかけが

あって出しているのですけれども、今年は９月の末くらいから、１作のことで

８トンか10トンくらい出す予定にしているのですけれども、向けているのは高

くても購入したい層であることを考えれば、米もある程度高くても欲しいとい

う層も必ずあるのですね。だから、そこは輸入して入れるのがいいとか悪いと

かでなしに、高い米なのか安い米なのかというのはそこの自由原理に任せる分

野ももう少しあってもいいのではないかと思っています。コストダウンという

ことは、ある面で言うと、幾ら高く売っているといっても必要だなあと思って

います。

――了――
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